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議案第９号 

   南房総市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

 南房総市消防団条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和８年２月１２日提出 

南房総市長  石 井    裕   

 

   南房総市消防団条例の一部を改正する条例 

 南房総市消防団条例（平成１８年南房総市条例第２０６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条中「９９０人」を「８９８人」に改める。 

 第１２条第２項中「１０月及び」及び「それぞれその２分の１に相当する額を」を削り、

同条第３項中「４月から９月までの分を１０月に、１０月から３月までの分を」を「翌年

度の」に改める。 

 別表の２の表に備考として次のように加える。 

 備考 同一の災害に対し継続して午前零時を超えて出動し、かつ、当該出動時間が４時

間未満である場合は、当該出動を同日内の出動とみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が

生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従

前の例による。 
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議案第９号  南房総市消防団条例の一部を改正する条例 

 新旧対照表                              （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条～第５条  （略） 

 

 （定数） 

第６条 消防団員（以下「団員」という。）の定数

は、８９８人とする。 

 

第７条～第１１条  （略） 

 

 （報酬） 

第１２条  （略） 

２ 前項に規定する年額報酬は、３月に支給する。

ただし、その年額報酬を受ける団員が、年度の途

中で任命され、又は退職し、失職し、若しくは死

亡したときに支給する年額報酬の額は、月割によ

り計算する。 

 

３ 第１項に規定する出動報酬は、翌年度の４月に

支給する。 

 

４  （略） 

 

第１３条、第１４条  （略） 

 

別表（第１２条関係） 

 １  （略） 

 ２ 出動報酬 

職務の区分 １日当たりの 

時間の区分 

報酬額 

災害 ４時間以上 ８，０００円 

４時間未満 ４，０００円 

訓練、警戒及び

その他の活動 

４時間以上 ４，０００円 

４時間未満 ２，０００円 

会議 ２，０００円 

 備考 同一の災害に対し継続して午前零時を超え

て出動し、かつ、当該出動時間が４時間未満

である場合は、当該出動を同日内の出動とみ

なす。 

 

 

 

第１条～第５条  （略） 

 

 （定数） 

第６条 消防団員（以下「団員」という。）の定数

は、９９０人とする。 

 

第７条～第１１条  （略） 

 

 （報酬） 

第１２条  （略） 

２ 前項に規定する年額報酬は、１０月及び３月に

それぞれその２分の１に相当する額を支給する。

ただし、その年額報酬を受ける団員が、年度の途

中で任命され、又は退職し、失職し、若しくは死

亡したときに支給する年額報酬の額は、月割によ

り計算する。 

３ 第１項に規定する出動報酬は、４月から９月ま

での分を１０月に、１０月から３月までの分を４

月に支給する。 

４  （略） 

 

第１３条、第１４条  （略） 

 

別表（第１２条関係） 

 １  （略） 

 ２ 出動報酬 

職務の区分 １日当たりの 

時間の区分 

報酬額 

災害 ４時間以上 ８，０００円 

４時間未満 ４，０００円 

訓練、警戒及び

その他の活動 

４時間以上 ４，０００円 

４時間未満 ２，０００円 

会議 ２，０００円 
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   附 則（抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が

生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従

前の例による。 
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